[bookmark: _Hlk137108701][bookmark: _Hlk213935969][bookmark: _Hlk137044741][bookmark: _Hlk149118232]所沢市公共施設LED一括導入事業における
実現可能性についての官民対話実施要領

１．官民対話の目的
市では、2023年の「水銀に関する水俣条約」第5回締約国会議で2027年末までに蛍光ランプの製造と輸出入の廃止が決まったことを受け、公共施設照明の可及的速やかなLED化が必要となりました。
そのような状況を踏まえ、公共施設における照明のLED化を効率的に実施するため、また、ゼロカーボンシティの実現に向けた二酸化炭素排出量削減を促進するため、照明のLED化に知見のある民間事業者より、事業規模やスケジュールを踏まえた実現可能性についての意見を聴取することを目的として、官民対話を実施します。

２．官民対話の実施スケジュール
	[bookmark: _Hlk137650722]実施要領の公表
	令和７年12月８日(月)

	官民対話の参加申込
	令和７年12月12日(金)まで

	市からの資料提供
（対象施設一覧、照明器具一覧、舞台照明一覧）
	令和７年12月16日(火)まで

	意見書の提出
	令和7年12月19日(金)まで

	官民対話の実施
	令和７年12月22日(月)から12月24日(水)まで

	実施結果概要の公表
	令和８年1月上旬公表予定



３．LED化事業（案）の概要
	対象施設数
	195施設（詳細は別紙「対象施設一覧」を参照）

	交換台数
	約3万台

	予算規模
	3,900,000,000円（議決前のため未確定）

	施設区分
（施設数）
	まちづくりセンター、保育施設、児童館・児童クラブ、高齢者福祉施設、道路照明、その他

	実施手法
	ESCO（自己資金型）

	施工期間
	３か年（３グループに分け施工）

	維持管理
	施工後１年間（施工グループごとに施工の翌年度）


※対象施設数及び事業スケジュールは現時点で検討中であり、官民対話の結果等を踏まえ今後変動する場合があります。

４．LED化事業のスケジュール（予定）
	
	項　目
	日　程

	1
	プロポーザル実施要領等の公開（公募開始）
	令和8年1月5日(月)～

	2
	実施要領等に関する質問受付
	令和8年1月5日(月)～1月13日(火)

	３
	質問に対する回答
	令和8年1月15日(木)までの随時

	４
	参加表明書及び資格確認書類の受付
	令和8年1月5日(月)～1月19日(月)

	５
	応募者資格確認結果の通知
	令和8年1月21日(水)

	６
	ウォークスルー調査
	令和8年1月26日(月)～1月30日(金)

	７
	提案書の受付
	令和8年1月22日(木)～2月13日(金)

	８
	審査・評価（企画提案書の審査・プレゼンテーション及びヒアリング）
	令和8年2月17日(火)～19日(木)
（実施時間が開庁時間外となることがあります。）

	９
	優先交渉権者の決定・通知
	令和8年3月上旬

	10
	基本協定書の締結
	令和8年3月中旬

	
11
	現地調査等及び詳細設計
照明設備一覧表及び省エネルギー効果の試算結果の作成等詳細協議
	
令和8年3月中旬～7月下旬

	12
	仮契約の締結
	令和8年3月末

	13
	所沢市議会の議決
	令和8年6月

	14
	本契約の締結
	令和8年6月末

	15
	工事期間
	グループ①：本契約締結の日から令和9年2月末日まで
グループ②：令和9年4月1日から令和10年2月末日まで
グループ③：令和10年4月1日から令和11年2月末日まで
※各年度3月1日から末日までは各年度の履行確認の
ための期間とします

	16
	維持管理・期間
	グループ①：令和9年4月1日から令和10年3月31日まで
グループ②：令和10年4月1日から令和11年3月31日まで
グループ③：令和11年4月1日から令和12年3月31日まで





５．本事業（案）におけるポイント
　①応募資格
　　ア 代表事業者及び施工役割を担う事業者は、参加表明書及び資格確認書類の受付期間の末日において「令和７・８年度所沢市競争入札参加資格者名簿（建設工事）」に電気工事業として登録されていること。
　　イ 施工役割を担う事業者には、「令和７・８年度所沢市競争入札参加資格者名簿（建設工事）」における所在地区分が「市内」で登録されており、かつ格付「A」を有している事業者を１名以上含むこと。
　　ウ 施工役割を担う事業者において、「令和７・８年度所沢市競争入札参加資格者名簿（建設工事）」における所在地区分が「市内」または「準市内」で登録されている事業者が対象施設の過半数を施工するよう配置されていること。過半数は施工施設の床面積の計により判断します。
　②照明に係る条件
　　ア 既存照明と同等以上の性能のものとします。
　　イ 既にLED化されている照明は対象外とします。
　　ウ LED照明器具等は一般社団法人公共建築協会が重要と認め、指定する材料等に係る評価を行った「評価名簿（電気設備機材等）」に登載されているものを選定すること。
　　エ 既設器具の安定器のバイパス工事やＬＥＤ化に必要な結線替えなどの既設器具の改造による「ランプ型ＬＥＤ交換」は不可とします。
（※　意匠上・構造上器具交換が困難な箇所、又は道路照明については、別　途協議とします。）
　　オ 交換対象の照明には誘導灯・非常灯・道路照明・舞台照明及び調光操作卓等設備を含みます。
　③舞台照明
　　ア 舞台照明は各まちづくりセンター等に存在しますが、本事業では舞台照明一覧に記載の６施設のみを対象とします。
　　イ 舞台照明は、負荷設備、調光装置及び客席照明等、対象となるホール内に存在する全ての非LED照明等を交換します。
　④省エネ効果の保証及び検証
　　ア 省エネルギー効果（電気料金削減額）を設備更新費用が超過しても構わないものとします（設備更新型ESCOのイメージ）。
　　イ 省エネ効果のベースラインは、既存照明と交換後LEDとのワット数の差にあらかじめ想定した点灯時間を乗じて算出した値に0.8を乗じて設定します。
　　ウ 省エネ効果の検証は、国交省マニュアルのオプションAに加え、複数施設に多回路エネルギーモニタを設置し実測した、LED化前後の電気使用量比較により検証します。設置する施設は用途の異なる複数施設を想定しており、検証結果は対象施設全体に類推するものとします。
　　エ 省エネ効果の保証は、ベースラインを基準に維持管理期間において実施するものとし、検証によりベースラインを満たしていないことが明らかとなった場合、設備点検等により原因を特定し、解消するものとします。原因が事業者の責であり、かつ設備交換等により解消できない場合、あらかじめ定めた単価に未達の削減量(kWh)を乗じた額を市に支払うものとします。
　⑤契約変更
　　ア 当初契約はプロポーザルの提案内容に基づき締結します。
　　イ 基本協定に基づき実施する現地調査等により、市の提供する既設照明の情報と差異があることが判明した場合、協議のうえ、対象照明の増減及び事業費の変更に係る変更契約を行います。
　
６．官民対話内容
　　本官民対話に参加する事業者（以下、「参加事業者」といいます）は、本実施要領に記載の項目の他、添付資料（以下、「プロポーザル関連資料」といいます。）について、様式３を用いて可能な範囲でご意見及びご提案を市にご提出ください。参加事業者自らが事業に関わることを前提に対話を行います。
　当日は、事前にご提出いただいた資料に沿ってご説明をお願いします。

	公募スケジュールについて
	本実施要領に記載の公募スケジュールを念頭に、提案が実施可能か伺います。
併せて、プレゼンテーションが開庁時間外となった場合の対応可否についても伺います。

	事業の実現可能性について
	本実施要領に記載の事業手法や事業スケジュールを念頭に、事業が実施可能か伺います。

	舞台照明LED化の実現可能性について
	舞台照明一覧に記載の照明器具等について、本事業内でLED化可能か伺います。

	省エネ効果の保証について
	本実施要領に記載の省エネ効果保証について、実現可能か伺います。より良い保証・検証方法があるかも併せて伺います。

	要件に加えた方が良い、又は無くした方が良い項目について
	本実施要領に記載の「５．本事業におけるポイント」を踏まえ、本事業の要件について、加えた方が良い項目や無くした方が良い項目があれば、その理由と併せて伺います。
また、記載の無い要件についてもご意見があれば伺います。

	付加価値提案について
	LED化の他、脱炭素に係る独自提案が提案可能か、具体例と併せて伺います。

	その他
	その他、ご意見があれば伺います。



７．官民対話の手続き
（１）官民対話の参加申込
本官民対話への参加を希望する場合は、参加申込書（様式１）、官民対話に関する誓約書（様式２）に必要事項を記入の上、件名を【官民対話参加申込（事業者名）】として、電子メールにより提出してください。所沢市より参加事業者に資料を提供します。
①　申込受付期間
令和7年12月8日（月）～令和7年12月12日（金）
②　申込先
10．問い合わせ先参照
　　　※以下提出書類の提出先は全て本項目と同様とします。
③　提供資料
　　ア　（資料１）対象施設一覧
　　イ　（資料２）照明器具一覧
　　ウ　（資料３）舞台照明一覧（一覧のない施設の舞台照明は対象外）
（２）官民対話実施日時・場所の通知
実施日時及び場所（対面又はオンライン）については、申込のあった参加事業者へ電子メールにて連絡します。
（３）意見書の提出
　　通知を受領した参加事業者は、令和７年12月19日（金）までに意見書（様式３）を電子メールにより提出してください。
（４）官民対話の実施方法
提出された意見書を基に、参加事業者から意見を聴取します。
①　実施期間
令和7年12月22日（月）～令和7年12月24日（水）
　　ただし、参加事業者数によっては延長する場合もあります。
②　場所
対面、オンライン又は書面で実施します。７．（２）のとおり詳細は事前に連絡します。
③　その他
本官民対話は、参加事業者のアイデア及びノウハウの保護のため個別に行います。
（５）官民対話の結果の公表
本官民対話の結果は、概要の公表を予定しています。なお、参加事業者の名称は公表しません。

８．参加事業者の資格要件等
（1） 参加事業者の条件
①　参加事業者は今後実施する公募型プロポーザルへの応募（構成事業者としてでも可）を前提に、法人、個人事業主又は任意の団体のいずれかの者とします。
②　参加事業者は単独又はグループ（複数の企業・団体の共同体）とします。
③　参加事業者は公共施設の照明一括LED化をESCOの手法で実施したことのある者（構成事業者としてでも可）とします。
（2） 参加事業者の要件
参加事業者は、次に掲げるすべての要件に該当する者とします。
①　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者でないこと。
②　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団又はその統制下にある者でないこと。
③　民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開始の申立てをしていない者であること。
[bookmark: _Hlk137039648]④　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項又は第２項の規定による更生手続開始の申立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件（以下「旧更生事件」）という。）に係る同法による改正前の会社更生法（昭和２７年法律第１７２号。 以下「旧法」という。）第３０条第１項又は第２項の規定による更生手続開始の申立てを含む。（以下「更生手続開始の申立て」という。）をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
⑤　政治活動又は宗教活動を主たる目的としていない者であること。


９．留意事項
（1） 参加事業者の取扱
本官民対話への参加は、今後のプロポーザル公募時における評価の対象とはなりません。
（2） 官民対話結果の取扱
本官民対話において提出された意見及びそれに対する市からの回答内容は、事業者が特定されないよう加工した上で公開する場合があります。
（3） 費用負担
本官民対話に関する全ての書類の作成及び提出に係る費用は、参加事業者の負担とします。
（4） 提出書類の取り扱い及び特許等
①　提出書類の著作権は参加事業者に帰属しますが、提出書類は返却しません。
②　参加事業者の提出書類については、参加事業者の許可を得ずに本官民対話の実施に必要な目的以外で使用することはありません。
③　申込内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、参加事業者が負うものとします。
（5） 法令の遵守
参加事業者は、申し込むに当たり、事前に自らの責任において関係法令等を確認し、法令適合のリスクを負うこととします。
（6） 追加対話への協力
本官民対話終了後も、必要に応じて追加の対話（文書照合含む）やアンケート等を実施させていただくことがあります。その際にはご協力をお願いします。
（7） 本官民対話時に市から提供した情報については、本官民対話の意見を反映する等により、プロポーザル公募までに変更となる場合があります。

10．問い合わせ先
郵便番号：〒３５９－８５０１
住所：埼玉県所沢市並木一丁目１番地の１
担当：所沢市環境クリーン部マチごとエコタウン推進課
電話：０４－２９９８－９１３３（平日8：30～17：15）
ＦＡＸ：０４－２９９８－９３９４
MAIL：a9133@city.tokorozawa.lg.jp
15

